
　
　

目　
　

次

序
に
か
え
て�

平
井
上
総　

1

総
論　

長
宗
我
部
元
親
の
四
国
侵
攻
と
外
交
関
係�

平
井
上
総　

6

第
１
部　

権
力
論

Ⅰ　

永
禄
末
期
に
お
け
る
長
宗
我
部
氏
の
権
力
構
造�

市
村
高
男　

34

―
「
一
宮
再
興
人
夫
割
帳
」
の
分
析
を
中
心
に
―

Ⅱ　

織
豊
期
長
宗
我
部
氏
の
一
側
面�

秋
澤　

繁　

98

―
土
佐
一
条
家
と
の
関
係
（
御
所
体
制
）
を
め
ぐ
っ
て
―

Ⅲ　

湯
築
城
跡
出
土
の
瓦
に
つ
い
て�

中
野
良
一　

111

Ⅳ　

伊
予
国
に
お
け
る
長
宗
我
部
氏
系
築
城
技
術
の
導
入
に
つ
い
て�

日
和
佐
宣
正　

124

―
愛
媛
県
東
部
の
事
例
を
中
心
に
―

第
２
部　

元
親
の
周
辺

Ⅰ　

長
宗
我
部
元
親
夫
人
の
出
自
に
つ
い
て�

朝
倉
慶
景　

160



Ⅱ　

豊
臣
期
土
佐
に
お
け
る
女
性
の
知
行�

吉
村
佐
織　

173

―
『
長
宗
我
部
地
検
帳
』
を
中
心
に
―

第
３
部　

土
佐
国
の
領
主
た
ち

Ⅰ　

戦
国
末
期
の
国
人
本
山
茂
辰
と
そ
の
家
族
た
ち�

朝
倉
慶
景　

222

Ⅱ　

中
世
四
国
に
お
け
る
西
遷
武
士
団
の
そ
の
後�

市
村
高
男　

234

―
土
佐
国
久
礼
城
主
佐
竹
氏
を
中
心
に
し
て
―

第
４
部　

史
料
論

Ⅰ　

土
佐
に
於
け
る
禅
僧
餘
談�

関
田
駒
吉　

288

Ⅱ　

仁
如
集
堯
と
長
宗
我
部
国
親�

関
田
駒
吉　

298

Ⅲ　

土
佐
史
界
の
開
拓
者
谷
秦
山�

関
田
駒
吉　

306

Ⅳ　

試
論　

長
宗
我
部
元
親
発
給
文
書
に
関
す
る
若
干
の
考
察�

野
本　

亮　

322

―
永
禄
期
～
天
正
後
期
を
中
心
に
し
て
―

Ⅴ　

長
宗
我
部
元
親
の
右
筆
と
そ
の
周
辺�

野
本　

亮　

343

初
出
一
覧
／
執
筆
者
一
覧

長
宗
我
部
元
親�

 



7 6

総 論　長宗我部元親の四国侵攻と外交関係 � 総 論

　

　
総
論
　
長
宗
我
部
元
親
の
四
国
侵
攻
と
外
交
関
係�

平
井
上
総

は
じ
め
に

　

長
宗
我
部
元
親
は
、
土
佐
国
の
国
人
領
主
か
ら
は
じ
ま
り
、
織
豊
政
権
期
を
通
じ
て
四
国
全
域
に
勢
力
を
広
げ
た
。
そ
の
勢
力
拡
大
過

程
は
、
か
つ
て
は
『
元
親
記
』『
長
元
記
』『
土
佐
物
語
』『
南
海
治
乱
記
』
な
ど
の
二
次
史
料
に
依
拠
し
て
叙
述
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、

そ
の
実
証
性
に
は
多
く
の
問
題
を
残
し
て
い
た
（
１
）。
だ
が
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
一
次
史
料
に
基
づ
い
た
研
究
が
急
速
に
進
展
し
、
従
来
の

四
国
統
合
過
程
像
は
書
き
換
え
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
の
傾
向
を
三
点
に
分
類
し
て
紹
介
し
よ
う
。

　

第
一
に
、
元
親
が
四
国
を
統
一
し
た
と
い
う
通
説
に
対
す
る
再
検
討
が
あ
げ
ら
れ
る
。
伊
予
国
に
つ
い
て
は
、
守
護
河
野
氏
が
長
宗
我

部
氏
に
降
伏
し
た
と
い
う
『
土
佐
物
語
』
の
記
述
に
対
し
、
藤
田
達
生
・
山
内
譲
両
氏
が
河
野
氏
の
存
続
を
指
摘
し
て
お
り
、
伊
予
国
の

統
一
は
実
際
に
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
さ
れ
た
（
２
）。
ま
た
、
讃
岐
国
・
阿
波
国
に
つ
い
て
も
、
津
野
倫
明
氏
が
小
牧
・
長
久
手
の
戦
い
時
の

書
状
の
検
討
に
よ
っ
て
両
国
に
お
け
る
反
長
宗
我
部
勢
力
の
残
存
を
指
摘
し
て
お
り
、
伊
予
同
様
に
未
統
一
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
て
い
る
（
３
）。

こ
れ
ら
の
説
に
対
し
、
伊
予
に
関
し
て
居
城
湯
築
城
の
出
土
遺
物
か
ら
河
野
氏
降
伏
を
説
く
中
野
良
一
氏
の
説
や
、
津
野
氏
が
依
拠
し
た

史
料
の
読
み
直
し
に
よ
っ
て
や
は
り
讃
岐
国
平
定
が
な
さ
れ
て
い
た
と
み
る
桑
名
洋
一
氏
の
説
、
讃
岐
・
阿
波
方
面
で
の
長
宗
我
部
氏
の

優
勢
を
説
く
川
島
佳
弘
氏
の
説
が
出
て
い
る
（
４
）。
そ
れ
ら
の
批
判
に
対
し
て
藤
田
・
津
野
両
氏
は
す
で
に
反
論
し
て
お
り
、
今
後
も
議
論
は

継
続
さ
れ
て
い
く
も
の
と
み
ら
れ
る
（
５
）。

　

第
二
に
、
長
宗
我
部
氏
中
心
史
観
と
い
う
べ
き
も
の
の
克
服
が
あ
げ
ら
れ
る
。
既
述
の
よ
う
に
、
従
来
の
政
治
史
叙
述
は
土
佐
国
の
軍

記
物
が
中
心
と
さ
れ
て
き
た
た
め
、
自
然
と
長
宗
我
部
元
親
の
四
国
統
合
過
程
と
そ
の
挫
折
と
い
っ
た
視
角
が
強
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し

て
、
本
能
寺
の
変
を
足
利
義
昭
政
権
と
織
田
信
長
政
権
の
抗
争
か
ら
読
み
解
こ
う
と
す
る
藤
田
氏
が
信
長
政
権
内
の
派
閥
争
い
の
帰
結
と

し
て
の
四
国
政
策
と
い
う
視
角
を
提
示
し
、
さ
ら
に
信
長
の
対
四
国
政
策
の
基
調
が
阿
波
三
好
氏
対
策
で
あ
り
長
宗
我
部
氏
は
そ
れ
に
編

成
さ
れ
た
一
員
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
の
説
も
天
野
忠
幸
氏
が
主
張
し
て
お
り
、
長
宗
我
部
氏
中
心
に
織
豊
期
四
国
の
政
治
史
を
論
じ
て
き

た
従
来
の
視
角
へ
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
（
６
）。

本
能
寺
の
変
後
に
つ
い
て
も
、
小
牧
・
長
久
手
の
戦
い
と
天
正
一
二
（
一
五
八
四
）
年
代

の
長
宗
我
部
氏
の
動
向
を
結
び
つ
け
、
各
者
の
思
惑
を
導
き
出
す
視
点
を
津
野
氏
が
提
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
動
向
は
、
戦
国
期
の
政

治
史
を
大
名
中
心
で
は
な
く
室
町
幕
府
な
ど
中
央
の
政
権
と
の
関
係
か
ら
読
み
解
こ
う
と
す
る
全
国
的
な
研
究
動
向
と
一
致
し
て
い
る
と

い
え
よ
う
。

　

第
三
に
、
権
力
と
し
て
の
性
質
を
政
治
史
的
視
角
か
ら
問
う
研
究
が
増
え
て
き
て
い
る
。
秋
澤
繁
氏
は
元
親
が
土
佐
一
条
家
の
内
政
と

そ
の
子
政
親
を
庇
護
し
て
お
り
、
内
政
父
子
が
土
佐
随
一
の
官
位
を
持
ち
織
田
政
権
と
の
交
渉
に
も
関
係
し
て
い
た
と
注
目
、
一
条
家
を

推
戴
す
る
土
佐
国
特
有
の
体
制
と
し
て
「
御
所
体
制
」
論
を
提
示
し
た
（
７
）。
ま
た
、
川
岡
勉
氏
は
、
守
護
で
あ
る
細
川
京
兆
家
が
四
国
の
各

勢
力
の
動
向
に
影
響
を
与
え
て
い
た
と
し
、
そ
の
権
限
を
継
承
す
る
こ
と
で
長
宗
我
部
氏
が
四
国
に
勢
力
を
広
げ
て
い
っ
た
と
み
る
（
８
）。

ま

た
、
第
二
点
で
示
し
た
信
長
政
権
と
の
関
係
を
説
く
議
論
も
、
独
立
し
た
大
名
と
い
う
よ
り
織
田
体
制
内
の
大
名
と
し
て
長
宗
我
部
氏
を

捉
え
る
視
点
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
上
位
権
力
の
推
戴
と
い
う
視
点
の
ほ
か
、
国
人
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
た
と
え
ば
伊
予
国
新
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居
郡
の
金
子
氏
の
自
立
的
活
動
に
着
目
し
、
同
氏
と
長
宗
我
部
氏
は
服
属
で
は
な
く
同
盟
関
係
で
あ
っ
た
と
す
る
見
解
を
桑
名
氏
が
示
し

て
い
る
（
９
）。
こ
れ
ら
も
ま
た
、
全
国
的
な
戦
国
大
名
論
と
一
致
し
た
動
向
と
い
え
る
。

　

以
上
、
三
点
に
分
け
て
研
究
動
向
を
略
述
し
て
き
た
が
、
本
稿
で
は
特
に
二
点
目
の
論
点
に
注
目
し
た
い
。
長
宗
我
部
元
親
を
主
体
と

し
な
い
視
角
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
事
象
が
脚
光
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
大
き
な
意
義
を
持
っ
て
お
り
、

四
国
以
外
の
勢
力
と
の
関
係
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
長
宗
我
部
氏
を
め
ぐ
る
政
治
史
は
語
り
え
な
く
な
っ
た
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
そ
う

し
た
別
の
視
角
に
よ
る
成
果
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
、
あ
ら
た
め
て
長
宗
我
部
氏
を
主
体
と
し
て
政
治
動
向
を
捉
え
直
す
こ
と
も
可
能
に
な

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
、
本
稿
で
は
、
特
に
外
部
の
勢
力
と
の
交
渉
が
重
要
と
な
る
土
佐
国
外
侵
攻
中
（
天
正
年
間
）
の
長
宗
我

部
元
親
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
に
よ
る
成
果
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
織
田
信
長
・
豊
臣
（
羽
柴
）
秀
吉
に
よ
る
統
一
政
権
（
本
稿
で
は
「
信

長
政
権
」「
秀
吉
政
権
」
と
呼
称
す
る
）
お
よ
び
毛
利
輝
元
と
の
外
交
関
係
と
四
国
侵
略
の
展
開
を
概
観
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

第
一
章　

信
長
政
権
と
の
関
係

　

織
田
―
長
宗
我
部
関
係
に
つ
い
て
は
、『
元
親
記
』
が
「
信
長
卿
上
洛
以
前
よ
り
」
と
し
て
お
り
、
こ
れ
を
信
用
す
る
な
ら
ば
信
長
の

尾
張
・
美
濃
時
代
か
ら
続
い
て
い
た
ら
し
い
。
一
次
史
料
か
ら
本
格
的
に
確
認
で
き
る
の
は
、
土
佐
国
を
統
一
し
た
後
で
あ
る
。

〇
史
料
Ａ　

一
〇
月
二
六
日
付
長
宗
我
部
信
親
宛
織
田
信
長
書
状
写（（（
（

対
惟（
明
智
光
秀
）

任
日
向
守
書
状
令
披
見
候
、
仍
阿
州
面
在
陳
尤
候
、
弥
可
被
抽
忠
節
事
管
要
候
、
次
字
之
儀
、
信
遣
之
候
、
即
信
親
可
然
候
、

猶
惟
任
可
申
也
、
謹
言
、

　
　
　
　
　

十
月
廿
六
日　
　

信
長

　
　
　
　
　
　
　
　

長
宗
我
部
弥
三
郎
殿

　

史
料
Ａ
か
ら
は
、
元
親
の
嫡
男
弥
三
郎
に
信
長
が
一
字
を
遣
わ
し
信
親
と
名
乗
ら
せ
た
こ
と
、
当
時
弥
三
郎
信
親
が
阿
波
に
在
陣
中
で

あ
っ
た
こ
と
、
明
智
光
秀
が
取
次
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
史
料
は
無
年
号
文
書
で
あ
る
が
、『
土
佐
国
蠹
簡
集
』
を
編
纂
し
た
奥
宮
正
明
が
天
正
三
（
一
五
七
五
）
年
に
同
文
書
を
配
置
し

た
よ
う
に
、
同
年
の
発
給
と
比
定
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
根
拠
は
、『
長
元
記
』
が
土
佐
統
一
直
後
に
使
者
を
派
遣
し
た
と
す
る
こ
と
と
、

同
年
の
渡
川
の
戦
い
に
よ
っ
て
幡
多
郡
か
ら
土
佐
一
条
家
の
勢
力
を
一
掃
し
土
佐
統
一
が
確
定
し
た
こ
と
に
よ
る
の
だ
ろ
う
。
た
だ
、
こ

の
文
書
を
ひ
と
ま
ず
信
用
す
る
と
し
て
も
、
年
次
比
定
に
は
異
論
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
渡
川
の
戦
い
は
八
月

中
に
行
な
わ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
か
ら（（（
（

、
撃
退
さ
れ
た
一
条
兼
定
が
長
宗
我
部
氏
に
よ
っ
て
土
佐
か
ら
再
度
追
い
出
さ
れ
る
の
は
そ
れ
以

後
と
な
る
。
史
料
Ａ
の
発
給
日
か
ら
み
て
長
宗
我
部
氏
側
か
ら
信
長
に
連
絡
を
し
た
の
は
一
〇
月
の
初
頭
あ
る
い
は
九
月
ま
で
遡
る
と
み

ら
れ
、
そ
の
頃
に
は
元
親
父
子
が
阿
波
国
に
攻
め
込
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
渡
川
の
戦
い
か
ら
阿
波
侵
攻
ま
で
の
期
間
が
か

な
り
短
か
っ
た
こ
と
に
な
り
、
不
可
能
で
は
な
い
も
の
の
疑
問
は
残
る
。
ま
た
、
こ
の
書
を
取
り
次
い
だ
明
智
光
秀
に
つ
い
て
、「
惟
任

日
向
守
」
呼
称
は
天
正
三
年
七
月
以
後
で
あ
り
同
年
以
後
の
発
給
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
も
の
の
、
天
正
三
年
一
〇
月
初
頭
か
ら
翌

年
正
月
に
か
け
て
彼
は
丹
波
に
在
陣
し
て
い
る
か
ら（（（
（

、
史
料
Ａ
の
取
次
行
為
を
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
に
せ
よ
困
難
だ
っ
た
で
あ

ろ
う
。

　

そ
こ
で
近
年
発
見
さ
れ
た
「
石
谷
家
文
書
」
に
注
目
し
た
い（（（
（

。
同
文
書
所
収
の
一
二
月
一
六
日
付
石
谷
頼
辰
宛
長
宗
我
部
元
親
書
状
に

は
、
弥
三
郎
に
「
信
」
の
字
を
拝
領
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
書
に
は
信
長
が
荒
木
村
重
を
攻
め
る
た
め
摂
津
に
出
陣
し
た
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と
記
さ
れ
て
お
り
、
天
正
六
年
の
も
の
と
み
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
「
信
」
字
を
与
え
る
と
い
う
史
料
Ａ
も
天
正
六
年
の
も
の
と
な
る
。

こ
の
年
光
秀
は
信
長
の
摂
津
攻
め
に
参
陣
し
て
お
り
、
こ
の
点
で
も
妥
当
で
あ
る
。

　

な
お
、
史
料
Ａ
の
年
代
を
下
ら
せ
た
と
し
て
も
、
織
田
―
長
宗
我
部
関
係
か
ら
み
れ
ば
こ
れ
は
あ
く
ま
で
信
親
へ
の
一
字
拝
領
の
問
題

で
あ
り
、
こ
れ
以
前
か
ら
両
者
の
関
係
が
構
築
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
土
佐
統
一
後
の
信
長
へ
の
使
者
派
遣
と

一
字
拝
領
を
同
一
時
期
の
出
来
事
と
す
る
の
は
軍
記
物
に
引
き
ず
ら
れ
た
見
方
で
あ
ろ
う
。

　

右
の
検
討
に
よ
り
元
親
の
阿
波
国
出
兵
開
始
時
期
の
比
定
に
史
料
Ａ
は
使
え
な
く
な
っ
た
が
、
後
述
す
る
阿
波
大
西
氏
と
の
関
係
か
ら

み
て
、
遅
く
と
も
天
正
四
年
に
は
進
出
済
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
、
阿
波
国
で
は
守
護
細
川
真
之
と
阿
波
三
好
氏
の
三
好
長
治
が
対
立
し
、

後
者
が
敗
死
し
て
阿
波
三
好
氏
が
滅
亡
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
天
野
忠
幸
氏
が
そ
の
背
景
に
織
田
信
長
と
細
川
真
之
の
連
携
と
い
う
説
を

唱
え
て
お
り
、
そ
の
連
携
に
は
讃
岐
の
香
川
信
景
や
土
佐
の
長
宗
我
部
元
親
も
動
員
さ
れ
て
い
た
と
し
て
い
る
。
史
料
Ａ
の
年
代
が
通
説

よ
り
三
年
下
っ
た
た
め
、
こ
の
天
正
四
年
当
時
の
信
長
政
権
と
長
宗
我
部
氏
と
の
直
接
交
渉
の
証
拠
も
無
く
な
っ
た
が
、「
石
谷
家
文

書
」
で
元
親
は
「
阿
州
調
略
」
に
つ
い
て
安
心
し
て
ほ
し
い
と
述
べ
て
お
り
、
天
正
六
年
末
時
点
で
信
長
の
命
令
に
よ
る
阿
波
攻
め
に
従

事
し
て
い
る
こ
と
は
確
認
で
き
る
か
ら
、
ひ
と
ま
ず
天
野
説
を
と
り
長
宗
我
部
氏
の
阿
波
侵
攻
を
信
長
政
権
の
対
三
好
政
策
の
一
環
と
み

て
お
き
た
い
。

　

な
お
天
野
氏
は
、
織
田
信
長
が
香
川
氏
と
長
宗
我
部
氏
を
動
員
で
き
た
の
は
、
両
国
の
守
護
で
あ
る
京
兆
家
の
細
川
信
良
を
利
用
し
た

た
め
で
あ
っ
た
と
み
て
い
る
。
だ
が
、
香
川
氏
に
は
京
兆
家
・
織
田
信
長
と
の
関
係
を
示
す
天
正
二
年
の
一
次
史
料
が
あ
る
の
に
対
し
、

こ
の
時
期
の
長
宗
我
部
氏
と
京
兆
家
の
関
係
に
関
す
る
史
料
的
根
拠
は
皆
無
で
あ
る
。
史
料
Ａ
の
取
次
を
明
智
光
秀
が
つ
と
め
て
い
る
こ

と
か
ら
み
れ
ば
、
光
秀
と
元
親
の
関
係
こ
そ
が
織
田
―
長
宗
我
部
関
係
の
基
幹
と
な
っ
て
い
た
と
み
た
ほ
う
が
い
い（（（
（

。
土
佐
統
一
後
に
他

国
へ
の
侵
攻
を
図
る
元
親
側
か
ら
光
秀
を
通
し
て
連
携
を
申
し
出
て
、
そ
れ
が
信
長
の
思
惑
と
一
致
し
た
と
み
た
ほ
う
が
い
い
の
で
は
な

い
か
。
信
長
側
か
ら
み
れ
ば
、
香
川
氏
の
件
で
守
護
に
頼
っ
た
の
は
そ
の
人
脈
に
頼
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
自
分
の
家
臣
で

あ
る
光
秀
の
人
脈
を
通
じ
て
元
親
を
動
か
せ
る
の
で
あ
れ
ば
そ
れ
で
十
分
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

右
の
経
緯
か
ら
土
佐
国
外
に
侵
攻
し
て
い
っ
た
長
宗
我
部
氏
は
、
信
長
政
権
の
指
揮
に
従
う
下
位
の
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

る
も
の
の
、
完
全
に
従
属
す
る
状
況
で
は
な
く
、
四
国
に
お
け
る
信
長
派
大
名
と
い
う
べ
き
存
在
で
あ
っ
た（（（
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
長
宗
我
部
氏
へ
の
四
国
切
取
り
次
第
の
許
可
を
信
長
が
破
っ
た
た
め
元
親
が
断
交
に
踏
み
切
っ
た
と
『
元
親
記
』
が
記
し

て
お
り
、
従
来
は
こ
れ
が
通
説
と
な
っ
て
き
た
。
だ
が
、
天
野
氏
は
、
こ
れ
は
元
親
側
の
一
方
的
な
解
釈
で
あ
り
、
信
長
側
に
そ
の
意
図

は
な
か
っ
た
と
み
て
い
る
。
た
し
か
に
通
説
は
二
次
史
料
の
記
述
に
拠
り
す
ぎ
て
お
り
、
天
野
氏
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
で
は
、
一
次

史
料
か
ら
は
ど
う
い
っ
た
思
惑
を
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
か
。

〇
史
料
Ｂ　
（
天
正
八
年
）
一
一
月
二
四
日
付
羽
柴
秀
吉
宛
長
宗
我
部
元
親
書
状
写
抜
粋（（（
（

　
　

雖
度
々
令
啓
達
候
、
向
後
之
儀
猶
以
可
得
御
内
証
、
態
以
使
者
申
入
候
、

　

一①�

、
六
月
十
九
日
之
御
返
札
八
月
中
句
遂
拝
見
候
、
又
九
月
朔
日
御
報
去
月
中
旬
下
着
、
毎
篇
御
懇
報
畏
存
候
、
殊
更
比
方
申
次
第
可

預
御
加
勢
旨
、
外
聞
実
儀
致
満
足
候
、
必
可
申
入
条
、
其
節
御
合
力
所
仰
候
、

　

一②�

、
其
御
隣
国
属
御
存
分
之
段
無
其
隠
候
、
殊
最
前
御
行
次
第
被
顕
御
一
書
、
被
懸
御
意
悉
以
炳
焉
之
至
乍
勿
論
御
名
誉
不
及
言
語
候
、

其
後
打
続
数
ヶ
国
被
任
御
本
意
由
尤
珍
重
存
候
、
様
体
弥
承
度
存
候
、

　

一③�

、
先
度
従
在
陣
中
如
令
注
進
候
、
讃
州
十
河
・
羽
床
両
城
取
詰
而
落
居
半
、
大
坂
を
逃
下
牢
人
共
紀
州
・
淡
州
相
催
、
阿
州
勝
瑞
へ

被
渡
及
再
籠
、
一
宮
之
城
を
取
巻
候
之
条
、
十
河
・
羽
床
搦
手
に
ハ
対
陣
付
置
、
一
宮
為
後
巻
至
阿
州
馳
向
候
処
、
此
方
備
ま
ち
う
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